
随意契約結果（業務委託）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1
此花区民ホール非常用放送
設備改修業務【包括的業務委
託】

その他
株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

1,870,000 令和7年10月17日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

2
此花区民ホールワイヤレスマ
イク更新業務【包括的業務委
託】

その他
株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

1,078,000 令和7年10月17日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

3
此花区役所消防設備他修繕
業務【包括的業務委託】

その他
株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

3,251,930 令和7年11月6日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

4
此花区役所女子トイレ洋式化
他修繕業務【包括的業務委
託】

その他
株式会社大阪ガスファ
シリティーズ

4,180,000 令和7年11月20日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G５ -

5
HOTABENCH加工・設置業務
委託

その他
甲子化学工業株式会
社

3,775,200 令和7年12月1日
地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

G３ -

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区民ホール非常用放送設備改修業務【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 地域サポート課（地域サポート）（電話番号 06-6466-9734） 

 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区民ホールワイヤレスマイク更新業務【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 地域サポート課（地域サポート）（電話番号 06-6466-9734） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区役所消防設備他修繕業務【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 総務課（電話番号 06-6466-9556） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
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随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

此花区役所女子トイレ洋式化他修繕業務【包括的業務委託】 

（此花区役所所管施設 保守点検・修繕等包括的業務委託 長期継続にかかる指示業務） 

 

２ 契約の相手方 

株式会社大阪ガスファシリティーズ 

 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G５ 

理由詳細 

本業務の遂行にあたっては、市設建築物等の建築年数、規模及び

設備等の状況を理解し、施設所管担当からの相談に対して適切な実

施方法を提案するとともに、自ら点検・修繕を実施するために、高

度で専門的な技術力や知識等を要する。 

また、設計・監理業務を適正に行うことができる知識及び経験を

有していることや、法令の遵守及び秘密の保持を確保できる体制が

整備されていることなど、本業務を公正に行うことができる能力が

求められ、それらの性質及び目的が競争入札に適さないものである

ことから、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定するこ

ととした。 

学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した

結果、 株式会社大阪ガスファシリティーズの評価点が高く、契約

相手方として最適であるとのことであったため、その意見を踏まえ、

株式会社大阪ガスファシリティーズと地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号により随意契約を締結した。 

 

４ 担当部署 

  此花区役所 総務課（電話番号 06-6466-9556） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf


 

 

随意契約理由書 

 

１ 案件名称 

HOTABENCH加工・設置業務委託 

 

２ 契約の相手方 

甲子化学工業株式会社 

 

３ 随意契約理由  

根拠法令 地方自治法施行令 第 167条の 2第 1項第 2号 

随意契約理由 

（随意契約理由番号） 
G3 

理由詳細 

本業務は、万博会場に設置されていた HOTABENCHを正蓮寺川公園

に設置することを通して、2025年大阪・関西万博の理念を未来に継

承していくことを目的とする。 

HOTABENCH は、世界の廃棄物課題の解決を目指して、万博会場に

展示するため製作されたベンチである。万博会場での展示は半年と

いう短期間であったこと、及び本体の重さが数百 kg に及ぶ点を踏

まえ固定作業は行われていなかったが、正蓮寺川公園への常設設置

にあたっては、安全に公園を利用できるよう公園の利用に即した加

工を施したうえ、設置する必要がある。 

上記を踏まえ、公園利用に即した本体への追加加工、設置作業及

びこれらにあわせた図面・構造計算書等の作成を行う必要があるが、

HOTABENCH は甲子化学工業株式会社が独自に開発したベンチであ

り、その素材等は特殊かつ専門的な技術を用いて製作されているこ

とから、それらにあわせた追加加工、設置作業及び図面・構造計算

書等の作成に関するノウハウ、技術等を保有しているのは製作元で

ある甲子化学工業株式会社のみである。 

以上のことから、本業務が履行可能な唯一の事業者である甲子化

学工業株式会社を相手方として特名随意契約を締結する。 

 

４ 担当部署 

此花区役所政策共創課（電話番号 06-6466-9502） 

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf

